
市民の皆さまにご不便をおかけしております

雇用対策事業は学校運営にも生かされています

(11) 平成24年5月1日 おおたわら市  議会だより

質
問
（
中
川
雅
之
議
員
）
雇
用
対
策

の
本
市
の
現
状
と
今
後
の
取
組
み
及

び
、
緊
急
雇
用
対
策
と
ふ
る
さ
と
雇

用
対
策
の
今
後
の
取
組
み
に
つ
い
て

伺
い
ま
す
。

答
弁
（
産
業
文
化
部
長
）
本
市
は
雇

用
創
出
総
合
対
策
本
部
を
平
成
十
四

年
に
設
置
し
、
雇
用
の
創
出
に
必
要

な
施
策
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

　

現
状
と
し
て
は
、
平
成
二
十
三

年
度
に
二
十
四
件
、
事
業
費

二
億
四
千
五
百
九
十
五
万
三
千
円
、

雇
用
人
数
百
七
十
五
人
の
雇
用
創
出

総
合
対
策
本
部
事
業
を
実
施
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

雇
用
対
策
に
つ
い
て

　

今
後
の
取
組
み
と
し
て
、
平
成

二
十
四
年
度
に
二
十
一
件
、
事
業
費

二
億
八
千
六
百
九
十
五
万
九
千
円
、

雇
用
人
数
百
九
十
五
人
の
事
業
を
計

画
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
十

件
、
概
算
事
業
費
九
千
六
百
万
円
、

雇
用
人
数
六
十
六
人
を
緊
急
雇
用
創

出
事
業
と
し
て
実
施
出
来
る
よ
う
に

県
に
要
望
し
て
お
り
ま
す
。

　

緊
急
雇
用
創
出
事
業
、
ふ
る
さ
と

雇
用
再
生
特
別
基
金
事
業
は
、
雇
用

情
勢
の
急
速
な
悪
化
に
対
応
す
る
た

め
に
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成

二
十
三
年
度
ま
で
の
実
施
期
間
で
計

画
さ
れ
た
補
助
事
業
で
す
。
ふ
る
さ

と
雇
用
再
生
特
別
基
金
事
業
は
平
成

二
十
三
年
度
で
終
了
と
な
り
ま
す

が
、
一
部
は
緊
急
雇
用
創
出
事
業
に

移
行
す
る
も
の
、
委
託
事
業
と
し
て

継
続
し
市
の
単
独
補
助
で
移
行
す
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

緊
急
雇
用
創
出
事
業
は
、
東
日
本

大
震
災
に
よ
る
被
災
地
の
経
済
活
動

の
停
滞
が
、
国
内
の
企
業
活
動
や
国

民
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
一
年
間
延
長
さ
れ
平
成

二
十
四
年
度
に
お
い
て
も
実
施
可
能

と
な
り
ま
し
た
。

質
問
（
印
南
好
男
議
員
）
本
庁
舎
の

解
体
の
方
向
性
に
つ
い
て
お
伺
い
し

ま
す
。

答
弁
（
市
長
）
東
日
本
大
震
災
に
よ

り
市
役
所
本
庁
舎
は
被
災
を
し
、
現

在
使
用
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
一
方
本

庁
舎
北
側
及
び
別
棟
議
会
棟
は
安
全

性
を
確
認
し
、
現
在
建
設
部
各
課
、

財
政
課
、
生
活
環
境
課
及
び
議
会
事

務
局
等
に
お
い
て
使
用
を
継
続
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
本
庁
舎
北
側
の
一

階
に
は
電
算
処
理
の
サ
ー
バ
ー
室
や

変
電
室
が
あ
り
、
当
面
そ
の
ま
ま
使

用
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
り
ま

す
。

本
庁
舎
の
解
体
対
応
に
つ
い
て

　

危
険
な
建
物
を
い
つ
ま
で
も
こ
の

ま
ま
放
置
し
て
お
く
つ
も
り
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
大
変
厳
し
い
財
政
状
況

で
あ
る
の
で
、
大
変
苦
慮
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
本
庁
舎
解
体

に
は
多
額
の
工
事
費
が
見
込
ま
れ
る

た
め
、
現
在
業
者
に
解
体
費
用
の
積

算
を
依
頼
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。
仮
に
本
庁
舎
を
解
体
し
、
電

算
処
理
の
サ
ー
バ
ー
室
や
変
電
室
の

移
転
を
実
施
し
ま
す
と
、
大
規
模
な

工
事
と
な
り
、
議
会
棟
及
び
南
別
館

を
そ
の
ま
ま
に
継
続
し
て
使
用
す
る

場
合
で
も
、
電
気
配
線
の
移
転
や
迂

回
工
事
が
別
途
必
要
と
な
っ
て
き
ま

す
。
さ
ら
に
は
、
水
道
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
ケ
ー
ブ
ル
の
移
設
工
事
、
冷

暖
房
工
事
等
の
実
施
も
必
要
と
な
っ

て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
財
政
負
担
を

考
え
ま
す
と
、
早
急
な
本
庁
舎
の
解

体
は
市
費
負
担
が
大
き
く
な
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
市
庁
舎
整
備
等
検
討
委
員

会
よ
り
市
役
所
本
庁
舎
の
建
設
に
当

た
っ
て
は
、
現
在
の
敷
地
に
建
て
か

え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
答
申

を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
補

助
制
度
や
財
政
制
度
を
有
効
に
活
用

し
な
が
ら
、
新
庁
舎
の
建
設
に
合
わ

せ
て
解
体
す
る
の
も
一
つ
の
方
法
で

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。


